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 第４ 章   具体的な施策  

 
 

 

 施策体系 １ 
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１ 住宅都市の周囲に広がる里山を保全し、利活用を進めます 

利用されることの少なくなった里山を、市民団体等との協働により整備し、生物の生息環境

としての維持を図るとともに、各産品の生産の場として見直します。 

また、自然との触れ合いの場、観光・魅力発信の資源として活用し、地域に愛着を持つ市民

の育成や市に来訪・滞在する人の増加につなげます。 

●市の取組 

目的 内容 

多様な自然の 

保全・活用 

 里山をはじめ、地域の生物の生息・生育環境を保全します。 

 里山整備活動へ支援するとともに、広く活動への参加を促します。 

 竹林の整備・活用を検討します。 

 自然に触れ合う体験・学習や情報発信等を行うことで、地域の自然環

境を理解する機会をつくります。 

 生物多様性に配慮した公園や街路樹の整備・維持管理に努めます。 

豊かな自然を 

活かした暮らし 

の推進 

 多世代が、生活の中で、気軽に自然に触れ合うことができる施設運営

やイベントの開催を継続し、地域の自然を楽しむライフスタイルを

普及させます。 

 地域の豊かな自然環境に触れ合いながら、市民の健康増進にもつな

がる機会を創出します。 

自然を活用した 

にぎわいの創出 
 豊かな自然環境を、観光コンテンツとしても積極的に活用します。 

水辺環境の 

保全 

 河川の環境を保全し、大切にしようと思う意識を育むため、市民団

体等と連携して進めている河川の清掃活動を継続します。 

 

  

 具体的な取組 ２ 

目標１ 自然環境 ～豊かで多様な自然と共生するまち～ 
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●各主体の取組 

 

 

 

  

● 里山の歴史や動植物に関心を持ち、自然と触れ合う機会をつくります。 

● 里山整備活動に参加します。 

● 生物多様性に配慮した商品を選びます。 

● ペットの飼育や園芸等の管理に責任をもち、外来種の侵入を防ぎます。 

● 事業活動全体をとおして、自然環境・生物多様性の保全に配慮します。 

● 里山の整備活動など地域の自然環境の保全に協力します。 

市民の取組 

事業者の取組 
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生物多様性とは 
 

生物多様性とは、生き物や生態系の豊かさを表す言葉で、「様々な生態系に、さ

まざまな在来の種が、さまざまな遺伝子を有して生きていること」です。 

生き物は、長い進化の歴史を経て、お互いに繋がり合い、支え合ってきました。

生物多様性は以下の 3つのレベルでの多様性があります。 

 

１ 生態系の多様性 

原生的な森林、中山間地の里地里山、河川・ため池等様々な自然があります。 

       
 

２ 種の多様性 

動植物から細菌等の微生物に至るまで、様々な生き物がいます。 

     
 

3 遺伝子の多様性 

乾燥や暑さに強い個体、病気に強い個体等、種の中にも個体差があります。 

 
  

出典：奈良県  生物多様性なら戦略  

 

  

 
コラム 
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２ 農地の利用を促進し、自然の恵みを体感できる環境づくりを進めます  

獣害対策を講じながら農地の保全・活用を図り、農産物の地産地消を促進することで、市民

の食生活や健康を支える環境づくりを進めます。 

また、農業体験など自然との触れ合いの場を創出することで、自然の恵みで生活が支えられ

ていることの理解を深めます。 

●市の取組 

目的 内容 

農地利用の促進 

 多様な主体と連携・協力して獣害による農地被害の対策を進めます。 

 市民や活動団体などとの参画により、遊休農地の発生防止及び利用を促

進します。 

 農業を通じて自然の大切さを学び、理解を深める機会として、農業体験学

習を実施します。 

 農業以外の仕事をしながら農業を始めたい人（半農半Ｘ）、自給農や将来

農業に取り組みたい人向けの講座などを実施し、農業を始めたい人を支

援します。 

農産物の 

地産地消の促進 

 地元農産物の学校給食への導入を支援します。 

 販売促進イベントの開催や、市内の生産者と飲食店、住民をつなぐ「い

こまレストラン」の開催など、地元農産物の生産・販売・購入・消費

を推進する取組を支援します。 

●各主体の取組 

 

 

 

● 市が実施する施策に連携協力し、遊休農地の活用を推進します。 

● 地域の農業に関心をもち、地元の農産物を選んで購入します。 

● 農地を活用した取組に積極的に参加します。 

● 市が実施する遊休農地の活用や地産地消の促進のための施策に協力・連携 

します。 

● 市民や市と協力しながら、地域の農地を活用した取組に参加します。 

● 農業の魅力を発信する体験学習の機会提供や市の取組に協力します。 

市民の取組 

事業者の取組 
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いこまファーマーズスクール 
 

本市では、農業以外の仕事をしながら農業を始めたい人（半農半 X）、

自給農や将来生業として農業に取り組みたい人など向けの講座「いこま

ファーマーズスクール」を開校しています。 

指導員レクチャーのもと、共同体験農園で野菜づくりや農業に関する

講習（座学）を受講できます。 

 

 
 

 市内野菜がずらり！青空市場 
 

本市内の生産者が採れたての野菜を販売している青空市場では、生産

者が自ら店頭に立ち販売します。生産者とのコミュニケーションを楽し

みながら、鮮度の良い野菜が安心して買える機会となっています。 

 

 
※令和 6(2024)年 7 月時点 

出典：生駒市 

市の取組紹介 
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３ まちなかの緑化を推進し、みどりを身近に感じられるまちづくりを進めます 

一人ひとりが生活の中でみどりを身近に感じることができる環境の重要性を理解し、地域で

みどりを育む取組を進めるとともに、みどり豊かな自然環境と調和する景観づくりに取り組み

ます。 

●市の取組 

目的 内容 

まちなかの 

緑化の推進 

 市民や市民団体と連携し花のまちづくりセンターの魅力を充実させ

活性化を図るとともに、団体等の緑化活動を支援し花と緑のまちづ

くりを推進することで地域の魅力を高めます。 

 市民参画による公園の緑化・再整備を進めます。 

 安全・安心で快適なまちを創出するため、公園・緑地の樹木や街路樹

の計画的かつ適正な維持管理に努めます。 

自然環境と 

調和する 

景観の保全・創出 

 景観法の規定に基づく「景観行政団体」として、市民や事業者など

とともに、豊かな緑に彩られた本市の特性に応じた景観を保全し、

創出します。 

 

●各主体の取組 

 

 

 

  

● 地域・庭先の緑化やみどりのカーテンづくりなど、身近な緑化に努めます。 

● 緑化や景観保全に関する活動に積極的に取り組みます。 

● 事業所の敷地や建物の緑化に努めます。 

● 緑化や景観保全に関する活動に積極的に取り組みます。 

市民の取組 

事業者の取組 
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１ 大気・水質など生活環境のさらなる向上を目指します 

良好な大気環境を維持するとともに、河川の水辺環境の保全を図り、生活環境の向上を目指

した取組を進めます。 

●市の取組 

目的 内容 

大気汚染の防止 
 有害物質による大気の汚染状況などについて、道路沿道や各観測地

点における適切なモニタリングや情報提供を推進します。 

水質汚濁の防止 

 河川水質向上のため、河川のモニタリングや水質事故発生時の適切な

対応など、水環境の監視体制を充実させます。 

 公共下水道の整備と合併処理浄化槽の普及により、河川水質の向上

を図ります。 

土壌汚染等の 

防止 

 「生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づ

き、土壌汚染や土砂等の崩落などの未然防止を図ります。 

騒音・振動対策の

推進 

 工場、事業所、建設工事、道路などを原因とする騒音・振動への対応

を進めます。 

悪臭の防止  悪臭による相談、苦情には、法令等に基づく対応を進めます。 

水辺環境の保全 
 河川に生息する生き物の調査を定期的に実施することで、水辺環境

の状況を把握し、再生につなげます。 

●各主体の取組 

  

目標２ 生活環境 ～安全・快適で資源循環型のまち～ 

● 公共下水道への接続や合併処理浄化槽の設置に積極的に取り組むとともに、 

適正な維持管理を行います。 

● 近所迷惑になるような音、におい、煙等は出さないように心がけます。 

● 河川の美化活動に積極的に参加します。 

市民の取組 
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● 環境汚染防止に関する法令等を遵守します。 

● 大気汚染物質の排出による環境負荷の低減等を進め、継続的な環境改善に取り組み 

ます。 

● 公共下水道への接続や合併処理浄化槽の設置に積極的に取り組むとともに、適正な 

維持管理を行います。 

● 事業所排水の浄化を徹底し、規制を遵守します。 

● 建設工事等の事業活動で発生する土砂の減量化を図り、条例に則った埋立てを遵守 

します。 

● 低騒音の機械・設備を導入するなど、騒音の発生を抑制します。 

● 河川の美化活動に積極的に参加します。 

事業者の取組 
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２ ごみの少ない、資源を有効利用する循環型のまちを形成します 

ごみ減量化・資源化の取組を継続・発展させ、市民・事業者・行政の協働によって、ごみの

減量化と地域コミュニティの活性化を図り、持続可能な循環型社会を形成します。 

●市の取組 

目的 内容 

ごみの発生抑制・ 

リユースの促進 

 もったいない食器市や家具等のリユース市の開催など、日用品の再使用

を促進します。 

 フードドライブ※1の実施・拠点拡大などにより、食品ロスの発生抑制に

取り組みます。 

 市民への情報提供を充実させるとともに、家庭から出る生ごみの減量化

を図るため、3キリ運動※2などの取組を推進します。 

分別・リサイクル 

の推進 

 自治会等が実施する集団資源回収への支援や、ごみ減量・資源化の取

組のさらなる啓発を図ります。 

 ごみ処理に関する体験型学習への市民の参加を促し、日常生活での実

践行動につながるような啓発を行います。 

 ペットボトルの BtoB リサイクルのように、より環境効果の高いリサ

イクル手法の採用を検討します。 

市民・事業者・ 

行政による協働 

の推進 

 複合型コミュニティ「まちのえき」のような地域住民の活動拠点を活

用し、生ごみ処理機の利用促進や資源ごみの回収等の取組を進めます。 

 ごみ減量・資源化の手法や活動に関する情報提供や環境教育を進め、

市民の理解を深めます。 

環境負荷の小さい

ごみ処理の推進 

 公共施設や公共事業をはじめ、市域から排出される木質廃棄物を木質

チップ化し、バイオマス発電の燃料として再生利用します。 

事業者や市民団体

との連携による

5Rの推進 

 家庭の不用品等を取りまとめて販売する取組など、いこま市民パワー

株式会社等の事業者や市民団体と連携し、地域ごとのニーズや課題に

応じた 5R 施策を推進します。 
※1 フードドライブ：家庭で余っている食品を地域の福祉施設や生活困窮者支援団体に寄付する活動 
※2 3 キリ運動：食材を使い切る「使いキリ」、食べ残しをしない「食べキリ」、生ごみの水分を取り除く「水キリ」、 

の 3 つの「キリ」を合言葉に生ごみを減量する運動 
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●各主体の取組 

 

 

 

● 不必要なものは買わない、詰替用製品を購入するなど、ごみ発生量の削減を進めます。 

● 買い物や外食の際は、食べきれる量の購入・注文に努めます。 

● ごみ分別のルールを守り、集団資源回収など資源化に取り組みます。 

● 廃食用油やインクカートリッジ、陶磁器、食器の拠点回収に協力します。 

● もったいない食器市やリユース市、フリーマーケットなどを活用し、まだ使えるもの 

の有効利用を図ります。 

● リサイクルしやすい製品の開発や販売に努めます。 

● 事業系一般廃棄物の分別に取り組み、資源化を推進します。 

● 食料品販売店は、食品ロス対策のため、販売期間内に商品を売り切る工夫を実施 

します。 

● 飲食店は、食品ロス対策のため、量り売りや小分け売り、ハーフサイズの提供など 

に努めます。 

市民の取組 

事業者の取組 
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生駒市が進める 5R 

 

5R とは、 

・ごみをださない：Reduce（リデュース) 

・繰り返し使う：Reuse（リユース) 

・資源として別のものに作り変える：Recycle（リサイクル) 

の 3 つの R からなる 3R に、 

・修理して使う：Repair(リペア) 

・受け取らない：Refuse(リフューズ) 

を加えたものです。 

市や関係団体では、5R を学べる講座等を開催しています。 

 

 
 

出典：生駒市 

 

市の取組紹介 
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３ 美しいまちを維持し、住宅都市の魅力向上を図ります 

道路・公園・空き地等が適切に管理され、美しく保たれている状態を維持し、市民が快適に

過ごすことのできる環境を保全します。 

近年、増加傾向にある空き家についても、適切な対策を進めることで、住宅都市としての魅

力向上を図ります。 

●市の取組 

目的 内容 

条例に基づく 

生活環境の向上 

 「生駒市まちをきれいにする条例」に基づき、たばこの吸い殻や空き

缶などのポイ捨て・ペットのふん放置等がないまちづくりを進めま

す。 

 「生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、喫

煙する人としない人が互いに安全で快適に過ごせる生活環境の確保に

努めます。 

不法投棄防止の 

推進 

 パトロールや監視カメラの貸出など、不法投棄の防止施策等を進

め、美しいまちを保ちます。 

道路・公園等の 

清掃活動の推進 

 地域が担う道路や公園等の清掃活動を支援するなど、協働による美

しいまちの維持管理に努めます。 

空き家対策の推進 

 「いこま空き家流通促進プラットホーム」の運営支援や空き家や住

まいに関するセミナーや相談会の開催など、空き家の流通促進に取

り組みます。 

 管理不全な空き家の所有者等に啓発、助言、指導を行い、適正管理を

誘導します。 

空き地対策の推進 
 「生駒市まちをきれいにする条例」に基づき、適正な空き地管理の啓

発、勧告等に取り組みます。 

 

●各主体の取組 

 

● ポイ捨て、歩きたばこ、路上喫煙をしないなど、公共マナーを守ります。 

● ペットを散歩させる際は、責任をもって、排せつ物の処理を適切に行います。 

● 清掃活動を行うなど環境美化に取り組みます。 

● 土地や建物を適切に管理し、環境意識を高めるよう努めます。 

市民の取組 
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● 環境美化活動に参加・協力します。 

● 産業廃棄物は適切に管理・処分します。 

  

いこま空き家流通促進プラットホーム 
 

いこま空き家流通促進プラットホームとは、市内の空き家の売却・賃貸

を支援する仕組みであり、不動産や建築等、不動産流通に関わる専門家が

参画しています。 

 

 
 

出典：生駒市 

事業者の取組 

市の取組紹介 
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１ 再生可能エネルギーの地産地消を進め、持続可能なまちを構築します  

平成 29(2017)年 7 月に民間事業者や市民団体等との共同出資により設立した「いこま市民パ

ワー株式会社」と連携しながら、家庭や事業所への太陽光発電の普及、公共施設への再生可能

エネルギーの率先的導入によって、地域でつくった再生可能エネルギーを、地域の中で消費で

きる仕組みを構築し、持続可能なまちづくりを進めます。 

●市の取組 

目的 内容 

住宅・事業所等への 

再生可能エネルギー 

の普及促進 

 太陽光発電等の再生可能エネルギーに関する情報提供や導入支援

等により、家庭への再生可能エネルギーの普及を進めます。 

 事業所や集合住宅、自治会の集会所等についても、情報提供等に

より、太陽光発電設備等の設置を促します。 

公共施設への 

再生可能エネルギー 

の率先的な導入 

 公共施設に率先して再生可能エネルギーの導入を進めることによ

り、市全体として、再生可能エネルギーの利活用に取り組む機運

の醸成に努めます。 

 市民団体が取り組む市民共同発電所への支援を継続し、再生可能

エネルギーの普及を進めます。 

いこま市民パワー 

株式会社と連携した 

取組による 

再生可能エネルギーの

普及促進 

 脱炭素先行地域の対象施設や家庭への太陽光発電及び木質バイ

オマス発電等の再生可能エネルギーの普及を促進します。 

 いこま市民パワー株式会社を通じた太陽光発電及び木質バイオ

マス発電等の再生可能エネルギーの普及を促進します。 

●各主体の取組 

 

 

 

 

目標３ 地球環境 ～再エネの地産地消が進む脱炭素のまち～ 

● 太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入や利用に努めます。 

● 地域内でつくられた再生可能エネルギーを積極的に利用します。 

市民の取組 
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● 再生可能エネルギーの導入や利用に努めます。 

 

いこま市民パワー株式会社 
 

いこま市民パワー株式会社は、地産の再生可能エネルギー由来の電気

を最優先で調達し、地域の市民・企業に供給する自治体新電力会社であ

り、電力事業を通じたまちづくりを推進しています。 

いこま市民パワー株式会社の電力事業を通じてエネルギーの地産地消

と再生可能エネルギーの普及・脱炭素化を図るとともに、従来は市外の電

力会社に支払われていた電気料金がいこま市民パワー株式会社に支払わ

れることにより地域内資金循環の促進等による地域経済の活性化が図ら

れます。さらに、事業収益を株主に配当することなく、地域還元すること

により、地域課題の解決や生活利便性の向上を図っています。 

 

【地域における役割】 

1 再生可能エネルギー電気の調達・供給 

固定価格買取期間を満了した家庭の太陽光発電等の再生可能エネ

ルギー電気を集約し、地域の市民・事業者に供給します。 

2 コミュニティサービス 

契約者集会・ワークショップ等を通じて地域課題や住民ニーズを

把握し、コミュニティサービスとして収益還元事業を行います。 

３ まちづくり会社 

生駒市で活躍する市民・団体・企業のハブとして、コミュニティの

活性化と地域課題の解決に貢献します。 

 

 
出典：生駒市 

事業者の取組 

市の取組紹介 



 

58 

 

２ 家庭・事業活動・交通など、各分野におけるエネルギー需要の 

抑制と効率的な利用を進めます 

 

デジタル技術を活用した電力消費量の見える化や分散型エネルギーシステム、省エネ関連設

備の導入によって、温室効果ガス排出量の割合が高い民生部門での省エネルギー対策を着実に

進め、自動車に依存しない環境にやさしい交通への転換を進めることで、エネルギーを効率的

に利用するまちづくりを進めます。 

●市の取組 

目的 内容 

省エネハウスの 
普及促進 

 住宅への省エネ関連設備導入を促し、エネルギー消費量の見える

化、省エネに関する情報提供等により、住宅の省エネ化を促進しま

す。 

公共施設の 
省エネルギーの推進 

 公共施設を改修する際には、LED 照明等の省エネ設備を率先して導

入するよう努めます。 

エコオフィス等に 
よる行政の率先行動 

 市役所や出先機関において、これまでも継続してきたエコオフィス

の取組を徹底して実施します。 

環境にやさしい 

交通への転換 

 公共交通機関や自転車の利用を促すとともに、地域特性に応じた公

共交通システムの構築検討を進め、自動車に依存しない交通への転

換を図ります。 

 歩行者空間を整備することで、歩行者が安全・安心に歩行を楽しめる

ようにします。 

 EV カーシェアリング事業など、EV 車の利用促進に向けた事業検討

を行うとともに、EV 車等の導入に関する情報提供等により、車両の

EV 化を図ります。 

脱炭素型ライフスタ
イル、脱炭素経営の 
促進 

 デコ活※に関する情報提供や環境学習の実施等により、脱炭素型の

ライフスタイルへの移行を促進します。 

 企業向け省エネ診断の利用促進や省エネ技術・事例、補助金・支援

制度の情報提供など、事業者の省エネを促進します。 

※次頁参照  
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●各主体の取組 

 

 

 

 

デコ活 

  
 

出典：環境省 デコ活ホームページ 

● 住宅には、高断熱・高気密性能など、省エネに配慮した工夫を施します。 

● 住宅への HEMS の導入など、エネルギーの見える化に取り組みます。 

● 環境にやさしい移動に努めます。 

● デコ活の趣旨に賛同し、省エネ型の暮らしを実践します。 

● 事業所において、省エネに配慮し、高断熱・高気密性能の確保など、 

省エネルギー性能の高い新築、改築又は設備改修を行います。 

● 社員への省エネ行動の教育や、「省エネ診断」の受診など、エネルギー使用量の 

削減に努めます。 

● 通勤や事業活動の際は、環境にやさしい移動に努めるとともに、自動車の導入、 

更新の際は CEV を選択します。 

● デコ活の趣旨に賛同し、生駒市と連携して脱炭素型のライフスタイルへの移行を 

促進します。 

市民の取組 

事業者の取組 

「デコ活」とは、「脱炭素に

つながる新しい豊かな暮ら

しを創る国民運動」の愛称で

あ り 、「 CO ₂ を 減 ら す

（ Decarbonization ： 脱 炭

素 ) 」、「環境に良いエコ

（Eco）」を含む「デコ」と、

「活動・生活」を組み合わせ

た新しい言葉です。本市にお

いても「デコ活」の趣旨に賛

同し、令和 6(2024)年 4 月に

「デコ活宣言」を行いまし

た。 

 

 
コラム 
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３ 気候変動への適応策に取り組みます 

持続可能なまちづくりを進めるにあたり、地球温暖化の進行を防ぐ「緩和策」に加え、地球

温暖化によりすでに起こりつつある、または将来起こりうる気候変動の影響に対応する「適応

策」についても、特に、防災、健康等の観点から、対策を進めます。 

●市の取組 

目的 内容 

適応策についての 

情報提供・啓発 

 気候変動とその適応についての情報提供や意識啓発、地域での適応

策の実施等に取り組みます。 

将来の災害の増加に

備えた、防災面での適

応策の推進 

 豪雨災害等に備えるため、ハザードマップの配布等を通じて、平時か

ら警戒箇所や避難に関する市民への情報提供を進めます。 

 集中豪雨による川の氾濫を防ぐことを目的に、流出を抑制する手段

として、透水性舗装やため池貯留施設などの適正管理を進めます。 

健康リスクなどへの

適応 

 熱中症等について、予防の重要性を広く発信し、意識啓発を進めま

す。 

 熱中症の予防について、庁内の連携体制を整え、全庁的に対策を行い

ます。 

 「熱中症特別警戒アラート」が発表された際、極端な高温時におけ

る熱中症防止のために、暑さをしのげる場所としてクーリングシェ

ルターを開放し、平時においては、涼み場所「クールスポット」と

して開放します。 

 

●各主体の取組 

 

※暑熱順化とは、体が暑さに慣れることです。暑い時期の 2 週間程度前から適度な運動や入浴等で発汗する

ことで、体内の温度を調節する能力が高まり、熱中症予防につながります。 

 

● 自然災害に備え、家庭内での防災備蓄を進め、災害時の情報の入手方法の確認 

など、防災知識を高めるよう努めます。 

● 暑さに備え、入浴やウォーキング等の暑熱順化※を取り入れ、水分・塩分補給を 

行うとともに、身近なクーリングシェルター・クールスポットを把握し、活用 

します。 

市民の取組 
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● 気候変動に伴い今後発生する自然災害に備え、事業所施設の安全性を高め、災害 

発生時に来客および従業員の安全確保に努めます。 

● 暑さ指数（WBGT）の活用や従業員への声掛けにより、熱中症予防の周知・啓発 

を図ります。 

● 管理する施設について、クーリングシェルター・クールスポットへの指定に協力 

します。 

事業者の取組 
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熱中症を予防しましょう 
 

熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体の水分と塩分のバ

ランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこも

った状態を指します。 

 

【熱中症予防のポイント】 

・暑さを避けましょう 

 部屋の温度をこまめに確認し、エアコンや扇風機を活用しましょう。 

・こまめに水分補給をしましょう 

 のどが渇く前に水分補給をし、大量に汗をかいた際は塩分も忘れず 

にとりましょう。 

・日頃から健康管理をしましょう 

 日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを行いましょう。 

・暑さに備えた体作りをしましょう 

 暑くなり始めの時期から適度に運動をしましょう。 

（「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日約 30 分が目 

安） 

 

本市では、極端な高温時における熱中症による重大な被害の発生を防

止するために、暑さをしのげる場所としてクーリングシェルターを指定

しています。対象施設にはステッカーやのぼり旗を設置しています。 

   

       ステッカー         のぼり旗 

出典：生駒市 

コラム 
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１ 環境教育・環境学習で環境に関心を持つ人を増やします 

本市が推進する環境まちづくりへの理解を深め、環境に関する出前講座や学習教材をとおし

ての環境教育を進めることで、持続可能な社会の実現に向けて考え、行動する人を増やします。 

専門知識を持つ市民との連携や、デジタル技術も活用した環境教育・環境学習を推進するこ

とで、市民自身が特技を活かし、人材を育む環境をつくります。 

●市の取組 

目的 内容 

環境教育・環境学習 

の促進 

 学校と連携しながら講座の開催や学習教材の制作を進めます。 

 いこま SDGsアクションネットワーク会員の企業・団体及び市民一人ひ

とりが持つ特技を活かし、多様な地域課題や市民ニーズ、社会情勢に

応じた持続可能な環境教育・環境学習を促進するための仕組みづくり

に取り組みます。 

 

●各主体の取組 

 

 

 

 

 

目標４ コミュニティ ～環境意識と行動の輪が広がるまち～ 

● 環境問題に関心を持ち、様々な情報を調べるとともに、環境学習に参加します。 

● 特技を活かし、講師となって積極的に活動します。 

● 市が進める環境教育について理解し、連携・協力します。 

● 従業員への環境教育に努めます。 

市民の取組 

事業者の取組 
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２ 多世代が環境の取組に楽しんで参加し、輪を広げる機会をつくります  

既に環境活動に取り組んでいる市民に加え、より幅広い層が関心を持つよう、デジタル技術

も活用した情報発信等を行い、多世代が楽しみながら気軽に環境の取組に参加できる機会を創

出します。 

●市の取組 

目的 内容 

環境に関する情報の

公開・提供の推進 

 地域の自然環境や魅力的な活動をより多くの市民が知り、関心を持

つきっかけづくりとなる情報発信を進めます。 

市民と環境との 

関わり合いの促進 

 「健康」「子育て」「安心・安全」など、環境分野以外の取組とも連携・

協力しながら、市民が楽しみながら環境との関わり合いを持つこと

ができる場づくりを進めます。 

 市内で自主的に実施されている環境活動へのサポートを継続しま

す。 

 

●各主体の取組 

 

 

 

 

  

● 環境に関するイベント等に積極的に参加します。 

● 環境について学んだことや考えたことについて家族や地域、学校などで積極的に 

話し合います。 

● 市民を対象とした講習会や施設見学会などを開催し、市民の事業活動への理解促 

進に努めます。 

市民の取組 

事業者の取組 
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３ 市民の交流参加の仕組みと多様な主体が連携協力する体制を充実します 

環境分野で活動する市民・団体同士、また、他分野で活動する市民とも交流・連携できる機

会を創出します。 

また、専門家や研究機関、事業者など多様な主体との協働とパートナーシップに基づいた持

続可能な地域づくりを進めていくための体制づくりを進めます。 

●市の取組 

目的 内容 

協働とパートナーシップに

基づく施策の推進 

 市民、事業者、大学等の教育・研究機関等の多様な主体が交流・

連携できる機会を創出します。 

 複合型コミュニティ（愛称：まちのえき）づくりに取り組む自

治会の増加や活動の継続に向けた取組を推進します。 

 「生駒市協創対話窓口」やいこま SDGs アクションネットワー

クを活性化し、民間事業者等のノウハウやアイデアを活用し

た施策を推進します。 

 

●各主体の取組 

 

 

 
 

● 参加している活動について、積極的に情報発信を行います。 

● 市内で展開されている環境をはじめとする市民活動に関心を持ち、協力します。 

● 市民や他事業者・市の活動に関心を持ち、連携・協力します。 

市民の取組 

事業者の取組 
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複合型コミュニティ（まちのえき） 
 

令和元(2019)年度に環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

を活用し、地域におけるごみ出し活動を動機づけとした日常的な交流拠

点「こみすて」というモデル事業を２自治会で実施しました。 

現在は歩いて行ける自治会館や公園等を拠点として、資源ごみの分別

回収だけでなく、買物支援、健康づくり、介護予防など様々な地域活動を

複合的に行う「複合型コミュニティ（まちのえき）づくり」を進めており、

外出機会の創出や顔の見える関係の構築、持続可能な地域コミュニティ

の形成に取り組んでいます。 

 

 
 

出典：生駒市 

市の取組紹介 


